
2003.7.15

22
2003.7.15

前
期
高
齢
受
給
者
証
の

更
新
に
つ
い
て

保
険
年
金
課  

66
◆1103

前
期
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期

限
は
7
月
31
日
ま
で
で
す
。
受
給
資

格
の
あ
る
方
に
は
、
新
し
い
受
給
者

証
を
7
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

受
診
す
る
場
合
は
、
国
民
健
康

保
険
証
と
新
し
い
受
給
者
証
を
病

院
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

手
当
を
振
込
み
ま
す

福
祉
課  

66
－1106

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の
5

月
分
〜
7
月
分
を
8
月
8
日
T
以

降
に
、
受
給
者
指
定
の
金
融
機
関

に
振
り
込
み
ま
す
。
確
認
し
て
お

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

遺
児
手
当
（
県
・
市
）
制
度
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

児
童
課  

66
◆1108

8
月
1
日
か
ら
所
得
限
度
額
が

改
正
さ
れ
、
新
た
に
扶
養
義
務
者

の
所
得
限
度
額
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。
次
の
表
の
所
得
限
度
額
以
上

あ
る
場
合
は
、
そ
の
年
度
（
8
月

か
ら
翌
年
7
月
ま
で
）
は
、
手
当

が
支
給
停
止
さ
れ
ま
す
。

※
所
得
制
限
の
対
象
は
、
県
遺

児
手
当
は
す
べ
て
の
受
給
資
格

者
。
市
遺
児
手
当
は
義
務
教
育

後
の
受
給
資
格
者
。

遺
児
手
当
（
県
・
市
）
の

申
請
を
お
忘
れ
な
く

児
童
課  

66
◆1108

親
が
離
婚
・
行
方
不
明
・
死
亡

し
た
児
童
や
、
父
親
か
母
親
が
重

度
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
手
帳

1
･
2
級
程
度
）
で
あ
る
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
し
ま
す
。

支
給
期
間 

県
は
申
請
し
た
月
か

ら
、
市
は
翌
月
か
ら
児
童
が
18

歳
に
達
す
る
年
度
の
3
月
ま
で

手
当
月
額
（
児
童
1
人
に
つ
き
）

　

県
の
手
当
…
4
千
500
円

　

市
の
手
当
…
2
千
円

支
給
月

県
の
手
当
…
4
月
・
8
月
・
12

月

　

市
の
手
当
…
3
月
・
9
月

蒲郡市のホームページアドレス　http://www.city.gamagori.aichi.jp/ Eメールアドレス　info@city.gamagori.aichi.jp

※
所
得
制
限
に
よ
り
支
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

児
童
課  

66
◆1108

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・
愛
知

県
遺
児
手
当
・
蒲
郡
市
遺
児
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
受
給
で

き
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

の
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
後
、
所
得
確
認
を
し
ま

す
の
で
、
平
成
14
年
度
分
の
所
得

に
つ
い
て
申
告
が
済
ん
で
い
な
い

方
は
、
至
急
、
申
告
を
済
ま
せ
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

期　

間　

8
月
1
日
T
〜
29
日
T

届
出
先　

児
童
課
児
童
福
祉
担
当

※
届
出
通
知
書
は
、
本
人
あ
て
に

郵
送
し
ま
す
。

ラ
グ
ー
ナ
蒲
郡
情
報

企
画
調
整
課  
66
◆1162

7
月
19
日
G
〜
8
月
31
日
A
は

ラ
グ
ー
ナ
蒲
郡
サ
マ
ー
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル

期
間
中
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト

が
あ
り
ま
す
。
主
な
も
の
を
ご
案

内
し
ま
す
。

★
ラ
グ
ナ
シ
ア

ラ
グ
ナ
シ
ア
ド
リ
ー
ム

迫
力
の
サ
ウ
ン
ド
で
夜
空
を
彩

る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
花
火
が
織
り

成
す
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
ナ
イ
ト

シ
ョ
ー
。

期
間
中
の
土
・
日
・
祝
・
盆
期

間
（
8
月
11
日
〜
15
日
）

ル
ナ
ポ
ル
ト
周
辺

サ
マ
ー
カ
ー
ニ
バ
ル

全
長
15
ｍ
の〝
巨
大
ふ
わ
ふ
わ
〞

な
ど
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

期
間
中
毎
日

ク
イ
ー
ン
セ
イ
ラ
の
広
場

★ 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト　

サ
マ
ー
ク
リ
ア

ラ
ン
ス

夏
物
が
お
値
打
ち
価
格
で
提
供

さ
れ
ま
す
。

7
月
19
日
U
〜
8
月
3
日
O

シ
ー
サ
イ
ド
カ
ー
ニ
バ
ル

シ
ー
サ
イ
ド
に
屋
台
や
バ
ザ
ー

ル
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
並
ぶ
夏
の

お
祭
り
バ
ザ
ー
ル
。

8
月
9
日
U
〜
17
日
O

★
テ
ル
ム
マ
ラ
ン
ラ
グ
ー
ナ

ア
ク
ア
ト
ニ
ッ
ク
＆
リ
ラ
ッ
ク
ス

デ
ィ
ナ
ー

温
海
水
プ
ー
ル
の
利
用
と
デ
ィ

ナ
ー
の
セ
ッ
ト
メ
ニ
ュ
ー
。

利
用
時
間　

午
後
4
時
〜
10
時

利
用
料
金　

1
人　

3
千
900
円

要
予
約
1
58
◆

2
8
8
8

問
合
先 

ラ
グ
ー
ナ
蒲
郡
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
1
58
◆

2
7
0
0

名　称 と　き ところ 相談員 問合先

家庭児童相談室
児童課

166◆1108
家庭児童相談員
2名

愛知県女性相談員

蒲郡市地域子育
て支援センター

子育て支援
センター
167◆0022

子育て支援
センター職員

児童課 母子自立支援員

場所●勤労福祉会館相談室
お気軽にご相談ください

と　き 8月1日（金）・8月15日（金）午後1時～4時
 ※予約受付：8月1日は7月22日（火）、8月15日は8月4日（月）からです。
相談員 弁護士　　　　　　

法律相談（予約制）

問合先 両方ともに169◆3911

相談は無料。秘密厳守です。

よろず相談
と　き 7月28日（月）・8月11日（月）午前10時～午後3時
相談員 民生児童委員　　　　　　

母子家庭等

育児不安

子育て家庭

女　性

悩
み
ご
と
相
談

毎週月～金
9：30～17：00

毎週月・火・水
9：30～17：00

毎週月～金
9：00～17：00

8月7日s・21日s

10：00～15：00

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

前
期
高
齢
受
給
者
証
の

更
新
に
つ
い
て

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

遺
児
手
当（
県
・
市
）制
度
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

所得制限限度額表

扶養親族
等の数 受給資格者 扶養義務者等

0人 192万円 236万円

1人 230万円 274万円

2人 268万円 312万円

3人 306万円 350万円

4人 344万円 388万円

5人 382万円 426万円

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

企
画
調
整
課
1
66
◆

1
1
6
2

ラ
グ
ー
ナ
蒲
郡
情
報

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

遺
児
手
当（
県
・
市
）の

申
請
を
お
忘
れ
な
く

23


